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令和 7年第 3回定例会　議決一覧表
議案等番号 件　　　　名 議決日 議決結果

諮問第 3 号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 7.9.3 同 意

諮問第 4 号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 7.9.3 同 意

諮問第 5 号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 7.9.3 同 意

諮問第 6 号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 7.9.3 同 意

認定第 7 号 令和７年度古河市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の報
告及び承認を求めることについて 7.9.3 承 認

認定第 8 号 令和７年度古河市水道事業会計補正予算（第１号）の専決処分
の報告及び承認を求めることについて 7.9.3 承 認

議案第 53 号 古河市議会議員及び古河市長の選挙における選挙運動の公費負
担に関する条例の一部改正について 7.9.19 原案可決

議案第 54 号 古河市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正につ
いて 7.9.19 原案可決

議案第 55 号 古河市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 7.9.19 原案可決

議案第 56 号 古河市持続可能な社会づくり推進基金条例の制定について 7.9.19 原案可決

議案第 57 号 古河市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正について 7.9.19 原案可決

議案第 58 号 古河市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の制定について 7.9.19 原案可決

議案第 59 号 古河市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の廃止に
ついて 7.9.19 原案可決

議案第 60 号 古河市働く女性の家の設置及び管理に関する条例の廃止につい
て 7.9.19 原案可決

議案第 61 号 古河市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関す
る基準を定める条例の一部改正について 7.9.19 原案可決

議案第 62 号 古河市下水道条例等の一部改正について 7.9.19 原案可決

議案第 63 号 古河市立博物館の設置及び管理等に関する条例の一部改正につ
いて 7.9.19 原案可決

議案第 64 号 古河市三和図書館資料館避難所生活環境改修工事（機械設備工
事）請負契約締結について 7.9.19 原案可決

議案第 65 号 財産の取得について 7.9.19 原案可決

議案第 66 号 市道の路線廃止について 7.9.19 原案可決

議案第 67 号 市道の路線認定について 7.9.19 原案可決

議案第 68 号 令和６年度古河市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい
て 7.9.19 原案可決
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議案等番号 件　　　　名 議決日 議決結果

議案第 69 号 令和６年度古河市下水道事業会計資本剰余金の処分について 7.9.19 原案可決

議案第 70 号 古河市総和地域交流センター等の指定管理者の指定について 7.9.19 原案可決

議案第 71 号 古河スポーツ交流センターの指定管理者の指定について 7.9.19 原案可決

議案第 72 号 令和７年度古河市一般会計補正予算（第４号） 7.9.19 原案可決

議案第 73 号 令和７年度古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算
（第２号） 7.9.19 原案可決

議案第 74 号 令和７年度古河市古河福祉の森診療所特別会計補正予算（第１
号） 7.9.19 原案可決

議案第 75 号 令和７年度古河市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 7.9.19 原案可決

議案第 76 号 令和７年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算
（第１号） 7.9.19 原案可決

議案第 77 号 令和７年度古河市ゴルフ場事業特別会計補正予算（第２号） 7.9.19 原案可決

議案第 78 号 令和７年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計補正予
算（第１号） 7.9.19 原案可決

議案第 79 号 令和７年度古河市水道事業会計補正予算（第２号） 7.9.19 原案可決

議案第 80 号 令和７年度古河市下水道事業会計補正予算（第１号） 7.9.19 原案可決

認定第 9 号 令和６年度古河市一般会計歳入歳出決算認定について  7.9.19 認 定

認定第 10 号 令和６年度古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出
決算認定について 7.9.19 認 定

認定第 11 号 令和６年度古河市古河福祉の森診療所特別会計歳入歳出決算認
定について 7.9.19 認 定

認定第 12 号 令和６年度古河市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に
ついて 7.9.19 認 定

認定第 13 号 令和６年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出
決算認定について 7.9.19 認 定

認定第 14 号 令和６年度古河市ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いて 7.9.19 認 定

認定第 15 号 令和６年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計歳入歳
出決算認定について 7.9.19 認 定

認定第 16 号 令和６年度古河市水道事業会計決算認定について 7.9.19 認 定

認定第 17 号 令和６年度古河市下水道事業会計決算認定について 7.9.19 認 定

議員提出
議案第 1 号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予
算に係る意見書 7.9.19 原案可決

◆色付き部分は賛否が分かれた案件
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陳情一覧表
 番　　号 件　　名 付託委員会 審議結果

令和 7 年
請願第 3 号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のた
めの政府予算に係る意見書採択を求める請願 文教厚生常任委員会 採　　択

賛否の分かれた議案等
○賛成、×反対

議案等番号

政友会 古河市公明党 市民ベース
の会 真政会 古河清風会 無会派

佐
藤
　
　
泉

鈴
木
　
　
隆

赤
坂
　
育
男

高
橋
　
秀
彰

佐
藤
　
　
稔

靏
見
久
美
子

佐
々
木
英
徳

増
田
　
　
悟

落
合
　
康
之

阿
久
津
佳
子

黒
川
　
輝
男

園
部
　
増
治

青
木
　
和
夫

立
川
　
　
徹

稲
葉
　
貴
大

齊
藤
由
美
子

渡
邊
　
澄
夫

印
出
　
慎
也

小
林
登
美
子

小
森
谷
博
之

鈴
木
　
　
務

関
口
　
和
男

古
川
　
一
美

秋
庭
　
　
繁

議案第 56 号 ○ ○ ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

議案第 59 号 ○ ○ × ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

議案第 60 号 ○ ○ × ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

議案第 70 号 ○ ○ × ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

議案第 72 号 ○ ○ ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

認定第 9 号 ○ ○ ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

認定第 10 号 ○ ○ ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

認定第 12 号 ○ ○ ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

認定第 13 号 ○ ○ × ○ 欠 ○ － ○ ○ × ○ ×

認定第 14 号 ○ ○ ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

認定第 15 号 ○ ○ ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

認定第 16 号 ○ ○ ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

認定第 17 号 ○ ○ ○ 欠 ○ － ○ ○ ○ ○ ×

※議長は表決に加わらないため「－」と表示。　　
※欠席議員は「欠」と表示。
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　9 月 10 日、11 日、12 日の 3 日間にわたり、正副議長および議会選出監査委員を除いた全議員が一般
会計決算特別委員会、特別会計・企業会計決算特別委員会に分かれ、一般会計、6 特別会計および水道事
業会計・下水道事業会計の決算を審査しました。

水道事業の概要�

令和 6 年度末
給 水 戸 数 63,041 戸
給 水 人 口 136,267 人
給 水 普 及 率 96.0 ％
給  水  量 16,766,800 ㎥
有 収 水 量 13,981,190 ㎥
有  収  率 83.4 ％

下水道事業の概要�

令和 6 年度末
公共下水道事業 農業集落排水事業

処 理 区 域 内 戸 数 40,795 戸 4,152 戸
処 理 区 域 内 人 口 85,997 人 11,478 人
普  及  率 61.7 ％ 8.2 ％
汚 水 処 理 水 量 11,793,331 ㎥ 1,037,918 ㎥
有 収 水 量 7,919,737 ㎥ 901,697 ㎥
有  収  率 67.2 ％ 86.9 ％

古河市のお金の使い方を審査しました

各会計の決算額 歳入 歳出
一般会計 607 億 2,455 万 7,252 円 576 億 7,086 万 4,255 円

特別会計
国 民 健 康 保 険（事 業 勘 定） 138 億 3,536 万 5,185 円 137 億 5,971 万 5,956 円
古 河 福 祉 の 森 診 療 所 1 億    951 万      44 円 1 億    850 万 9,195 円
後 期 高 齢 者 医 療 20 億 9,135 万 1,726 円 20 億 9,075 万 1,404 円
介 護 保 険（保 険 事 業 勘 定） 117 億 8,600 万 4,481 円 115 億 7,518 万 8,803 円
ゴ ル フ 場 事 業 9,556 万 1,636 円 8,840 万 9,371 円
古 河 駅 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業 12 億 8,036 万 7,505 円 12 億 1,854 万 5,585 円

収入 支出
企業会計

水 道 事 業 会 計
収益的収支 26 億 9,730 万 4,701 円 23 億    107 万 4,690 円
資本的収支 13 億 7,852 万 8,709 円 22 億 2,298 万 7,515 円

下 水 道 事 業 会 計

収益的収支

公共下水道事業
32 億 8,082 万 9,255 円 32 億 1,693 万 7098 円

農業集落排水事業
6 億 5,181 万    851 円 6 億 4,577 万 9,896 円

資本的収支

公共下水道事業
11 億 5,577 万 3,222 円 20 億 3,447 万 4,654 円

農業集落排水事業
1 億 7,115 万 8,179 円 2 億 9,371 万 6,116 円

令和６年度決算
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令和 6年度決算に対する各会派の意見令和 6年度決算に対する各会派の意見

　一般会計の予算執行率は、94.8％で昨年の 92.9％を上回った。小中学校給食費の無償化など子育
て世帯への支援策は評価できる。令和６年度は古河駅東部土地区画整理事業地内に複合商業施設が
オープンし、新たなにぎわい拠点となった。今後も積極的な施策展開を期待する。

佐藤　　泉　　　　　　　　　　 鈴木　　隆 　　　　　　　　　　赤坂　育男

政　友　会

　給食費無償化や不妊治療・帯状疱疹ワクチン助成など市民に寄り添う施策を評価する。今後は、産
業用地整備による雇用・経済の活性化、移住・定住の促進、若者支援を通じて、魅力ある街づくりの
さらなる推進を期待する。（佐々木議員の認定第 13号の採決の真意は賛成）

高橋　秀彰　　　　　　佐藤　　稔　　　　　　靏見久美子　　　　　　佐々木英徳

古河市公明党

　令和６年度、包括管理事業において、当該事業は公共施設を効率的かつ効果的に維持管理すること
ができたとあるが、これらの効果を数値的に検証し、直営方式も視野に入れながら、今後の古河市に
役立つ方策を熟考されることを心から願っている。

増田　　悟　　　　　　　　　　 落合　康之 　　　　　　　　　　阿久津佳子

市民ベースの会

　令和６年度予算は的確に執行されており、一般会計の実質収支額は約 25億２千万円の黒字となっ
た。特に物価高騰対策や、子育て支援施策等、市民生活に直結する施策が多く施されてきた。今後も
市民福祉の向上に努めるとともに古河市の持続的な発展に繋がることを期待している。

黒川　輝男　　　　　　園部　増治　　　　　　青木　和夫　　　　　　立川　　徹
稲葉　貴大　　　　　　齊藤由美子　　　　　　渡邊　澄夫　　　　　　　　　　　

真　政　会

　古河市戦略方針 2024 に掲げた重点的に取り組む５つの施策を中心に予算配分され、適正に執行
されている。また、実質収支は黒字化を達成し、予算執行率は 94.8％と前年度比 1.9％も上昇して
おり評価できる。令和７年度以降も着実な事業推進を期待する。

印出　慎也　　　　　　小林登美子　　　　　　小森谷博之　　　　　　鈴木　　務

古河清風会

　決算はおおむね適正と認める
が、一部業務の民間委託には不
安も残る。慎重な対応を求める。
認定第 13号の採決の真意は賛
成である。

関口　和男

　事業の費用対効果を明確にす
るため事業評価書が改善され
た。財政健全化を進めつつ、市
民ニーズにあった事業の推進を
さらに求める。

古川　一美

　苦情の多い窓口の民間委託、
異常な物価高騰に社会保障費負
担増で市民生活が大変なとき、
不要不急の基金積立 10億円な
どの決算に反対する。

秋庭　　繁

会派に属さない議員
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一 般 質 問
市　政　を　問　う

佐々木　英徳 議員

通電火災対策について通電火災対策について

問　地震後に停電が復旧する際、
破損した電気機器から出火する
通電火災は、無人住宅では初期
消火が困難なため被害が拡大す
る恐れがある。そのため、揺れ
を感知して自動で電気を遮断す
る感震ブレーカーの普及が重要
である。感震ブレーカー補助制
度の導入について所見を伺う。

答　県内では感震ブレーカー設
置に対し助成制度を導入してい

る自治体が昨年度時点で４つあ
る。そのうち、購入費用の補助
を実施している自治体は１つだ
けであるが、申請件数が少ない
ために補助の重点を他方に変え、
本年度は予算計上はされていな
いという状況にある。今後は、
県内に限らず周辺自治体の動向
を注視しつつ、どのような形で
の補助、助成が有効であるかを
研究するとともに、通電火災防
止への啓発を続けていく。

エアコン購入の補助についてエアコン購入の補助について

問　猛暑の常態化により熱中症
リスクが高まる中、他市では高
齢者や障がい者世帯等を対象に
エアコン設置費補助制度を導入
している。エアコンは命を守る
インフラとして位置付けられる

ため、本市でも高齢者・障がい
者世帯等への補助について伺う。

答　現在、市では補助を実施し
ていないが、令和３年度に限り、
新型コロナウイルス感染症対策
地域創生臨時交付金を活用した
高齢者世帯エアコン購入費助成
事業を実施した経緯がある。こ
の補助事業の効果を改めて検証
するほか、先進自治体の補助内
容、対象者、また購入補助に限
らない他の経済的支援の在り方
なども含めて多面的に研究し、
検討していきたい。

　第 3 回定例会の一般質問は、9 月 16 日、17 日の 2 日間行われ、12 人の議員が登壇し、市政全般
について質問がされました。
　一般質問とは、執行機関に対し施策・事業等の現況や将来計画の考え方など、市民に密着した問題
をただすため行うものです。各議員の質問と答弁の要旨をお知らせします。
　議員名の右側にある２次元コードを読み取ると、録画映像をご視聴いただけます。
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靏見　久美子 議員
聴覚情報処理障害（ＡＰＤ）、聞聴覚情報処理障害（ＡＰＤ）、聞
き取り困難症（ＬｉＤ）についてき取り困難症（ＬｉＤ）について

問　ＡＰＤ、ＬｉＤとは、日常
生活のさまざまな場面で聞こえ
づらさが起きることである。主
な症状は、聞き返しや聞き誤り
が多い、雑音が多い場所で聞き
取りが難しい、口頭で言われた
ことを忘れたり理解しにくい、
早口や小さい声が聞き取りにく
いなどがある。難聴と似た症状
があり、聴力検査でも異常がな
く、難聴と誤診されやすい。認
知度が低く、対応している病院

も少ないため、学校や職場での
理解や協力が必要である。①Ａ
ＰＤ、ＬｉＤについて市民への
周知と今後の予定について、②
小中学校での相談体制や配慮に
ついて、③市職員への相談体制
や配慮について伺う。

答　①まだ市民の認知や理解が
十分ではないため、周知内容や
方法については工夫が必要であ
ると考えている。議員紹介のＬ
ｉＤ／ＡＰＤマークおよびパン
フレットなどを参考にし、市
ホームページなどを通じて、市
民への情報提供の充実を図ると
ともに、関係機関とも連携して
周知を進めたい。②特別な配慮
を要する児童生徒の対応につい
ては、学級担任が本人や保護者
と面談し、学校ではどのような

支援や配慮ができるかを話し
合っている。また、各学校の特
別支援教育コーディネーターを
中心として、児童生徒に応じた
支援や配慮を検討・判断し、全
職員で共通理解を図り、きめ細
やかな対応をしている。③職員
が心身の健康や働き方に関して
相談できる窓口として、産業医
や外部委託の窓口等がある。今
後も各種相談体制の周知を進め、
個別事案に応じたきめ細やかな
対応や支援に努めていく。

LiD／APD マーク

高橋　秀彰 議員
「こども誰でも通園制度」の円「こども誰でも通園制度」の円
滑な実施について滑な実施について

問　「こども誰でも通園制度」
は、子どもの良質な成育環境を
整備するとともに、未就園児の
親の育児負担軽減などを目的と
している。来年の制度スタート
に向け、保育人材の確保など、
制度の円滑な実施のため、遺漏
のない取り組みが必要と考える
がどうか。

答　保育士の確保は、就活応援
セミナーを民間施設と共同で毎

年行い、市内の保育現場を知っ
てもらう機会を設けている。経
験豊富な保育士が復職する場合、
県の潜在保育士就職準備金貸付
制度を案内し、活用を促してい
る。

フェーズフリーの推進についてフェーズフリーの推進について

問　フェーズフリーとは、災害
の備えを特別なものと捉えるの
ではなく、日常時はもちろん、
非常時にも役立つようにデザイ
ンしようという考え方である。
例えば、給電可能な車両やトイ

レトラック等の導入、また、
フェーズフリー教育の推進など、
フェーズフリー防災の推進が必
要と考えるがどうか。

答　給電機能を有する公用車の
配備は、使用用途や災害時の活
用も考慮し検討する。トイレト
ラックは、準備の手間が少ない
利点があり、導入の可能性につ
いて調査検討する。学校生活に
おいてフェーズフリーの考え方
を意識することは、子どもたち
の防災意識を高めることにつな
がる。市の災害対策を迅速に行
うためにも、この視点を持ち、
災害時を見据えた業務遂行を職
員一人一人が図っていくことが
重要である。今後も平時から危
機意識を持って備えることで市
民の安心安全を担っていく。
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佐藤　　稔 議員
「犯罪被害者等支援条例」の制「犯罪被害者等支援条例」の制
定について定について

問　県内における支援条例の制
定は、44 市町村のうち 11 市
町と少ない。制定が進まない理
由として、相談の実績が無いこ
とや、具体的なニーズが分かり
にくいことなどが考えられる。
早急に被害者に寄り添った、古
河市の誰一人取り残さないため
の条例の制定が必要と考えるが、
市の考えを伺う。

答　条例の有無により支援の差

が生じることは、早急に解消し
ていきたいと考えている。現在、
県や県警の協力の下、素案を作
成しており、本年度中の制定を
目指して準備している。条例の
施行により、犯罪被害に遭われ
た被害者や、その家族の直接的
な被害だけでなく、その後の心
身不調や経済的な負担といった
二次的被害の不安を軽減させ、
救済できるよう努めたい。

「介護認定業務」のDX化につ「介護認定業務」のDX化につ
いていて

問　介護認定は申請から認定ま
でを原則30日以内とすることが
求められているが、現状は平均
40日前後である。日数の短縮の
ためには、調査から審査、認定ま
での業務のDX化が求められる
が、今後の市の取り組みを伺う。

答　DX 化を進める上では、シ
ステムを利用する職員等が操作
に慣れるため、負担を感じない
ようなシステム選びや、試行期
間を設けるなどの対応が必要で
ある。今後は、認定調査員の調
査ならびに調査票を作成するシ
ステムの導入など、認定業務に
おける DX 化を国の財政支援
を適切に活用しながら推進した
い。今後さらに申請が増加して
も利用者が必要なサービスを円
滑に利用できる体制を整えたい。

齊藤　由美子 議員

市民総合窓口業務について市民総合窓口業務について

問　窓口業務が民間委託の形態
となり１年が経過した。さまざ
まな委託の効果があったと思う
が、①市職員との連携は整って
いるか。②委託業者スタッフは、
税金などの専門的な知識研修を
受けて、窓口対応されているか。
③日本語が理解できない外国人
への対応について伺う。

答　①委託業者側が窓口対応で
判断に迷う場合等があれば、委

託業者の窓口責任者を通じ、相
談や指示するなどして連携を
図っている。②税などの担当課
が行う説明会に参加し、研さん
をしている。また、全従事者に対
して、個人情報保護研修、コン
プライアンス研修を年間で複数
回実施している。③なるべく分
かりやすい会話を意識して対応
し、機械が翻訳し発音する「ポ
ケトーク」、テレビ電話通訳サー
ビス「どこでも☆通訳」という
ＩＣＴ機器を活用している。

生涯学習講座の充実と推進につ生涯学習講座の充実と推進につ
いていて

問　住民のライフスタイルの変
化や多様な学習ニーズへ対応す
るため、①どのような事業に取
り組んでいるのか。②老朽化し
た生涯学習施設等の各種整備と

今後の運営について伺う。

答　①公民館等の職員による担
当者会議などで企画される公民
館講座では、体操、語学などを
実施している。市民の自主的な
学びを支援する市民大学講座で
は、防災や伝統文化など幅広い
分野で企画している。本年度は
115 講座の実施を予定している。
②中央公民館等の老朽化が著し
い４施設を集約した、総和地域
交流センターを令和８年３月開
館に向けて整備しており、多く
の世代の交流の場として利用促
進を図る。

総和地域交流センター（イメージ）
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立川　　徹 議員
次世代を担う人材を育てる教育次世代を担う人材を育てる教育
環境の構築について環境の構築について

問　①生活に直結するお金の基
礎を学ぶ、金融リテラシー教育
の取り組み状況について伺う。
②子どもたちが自分の考えを自
分の言葉で堂々と伝えられる力
を育む、自己表現教育の取り組
み状況について伺う。③令和６
年８月から実証事業として始め
られたサッカー部の地域移行の
進
しん
捗
ちょく
状況について伺う。

答　①金融機関の職員を招き、

金融に関する出前講座などを実
施した学校等がある。②授業の
中で自分の考えを持ち表現する
場面を適宜設けている。授業以
外では、日頃考えていることを
作文にしてスピーチをする中学
生の主張大会や、県の魅力度を
向上させるための取り組みを英
語でプレゼンテーションするこ
とも実施している。③昨年度は
古河市サッカー協会に運営委託
し、小堤サッカー広場を拠点と
して、延べ 191 人が参加した。
本年度は総和中学校が加わり、
計５つの中学校を対象に拡充を
図りながら、活動している。

市民の暮らしに寄り添うスポー市民の暮らしに寄り添うスポー
ツ施設についてツ施設について

問　①アーバンスポーツ施設の
新設に向けた展望について伺う。

②子育て世代が利用する施設の
利便性、サポート体制の強化に
ついて伺う。

答 　 ① 11 月３日 の ス ポ ー ツ
フェスタ古河 2025 でスケート
ボードの特設エリアを設置し、
体験イベントを行う。それを踏
まえた検証や、施設の在り方等
を含め慎重に検討していきたい。
②利用者の動向を注視し、便利
で親しみやすいスポーツ環境の
整備を目指して、計画的・効率
的に進めたい。

印出　慎也 議員

防犯について防犯について

問　新たな防犯対策として、意
見集約型の防犯マップを提案す
るが、市の見解を問う。

答　危険箇所のマップの公表は、
防犯灯や防犯カメラの設置につ
なげる効果があると推測する。

高齢化社会への対応について高齢化社会への対応について

問　大阪府大東市を参考にした
健康体操を本市でも取り入れる

べきであるが、市の見解を問う。

答　大東市の事例等を参考にし、
介護予防事業内容のリニューア
ルや、新たなプログラム導入等
を検討し、持続可能な介護保険
制度の運営に努める。

ブランド戦略「こがくらす」にブランド戦略「こがくらす」に
ついてついて

問　事業開始から数年経過した
ことから、これまでの実績と効
果、本年度の取り組みを問う。

答　市民に古河市のよさを考え
てもらうきっかけとして制作し
たブランドムービー「こがくら
す」が令和６年全国広報コン
クールの総理大臣賞のほか、多
くのコンクールで受賞した。こ
れを機に、日本一動画の上手な

まちを目指し、動画スクール実
施や、本年度は合併 20 周年記
念として市民参加型の動画コン
クール「こがでくらすと」動画
フェスを開催している。

小中学校の在り方について小中学校の在り方について

問　小中学校適正規模、適正配
置について、目的と課題を伺う。

答　児童生徒数が減少する中、
良好な教育環境の構築と学校運
営の効率化を図るために学校再
編を進めている。保護者や地域
住民との合意形成が重要である。

スケートボードパーク（イメージ）
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小林　登美子 議員

手話言語条例について手話言語条例について

問　手話言語条例について質問
するので、私も質問を手話で行
う。①条例の制定について伺う。
②今後の展望や取り組みを伺う。

答　①手話を言語として位置付
け、手話への理解と普及に関す
る基本理念を定める手話言語条
例の制定は、当事者である聴覚
障がい者や関係団体等の意見を
踏まえながら、今後も検討して
いく。②聴覚障がい者のみなら

ず全ての方が必要な情報を取得、
利用し、円滑な意思疎通ができ
る施策を総合的に推進すること
が重要であると考えている。窓
口でのコミュニケーションボー
ドの活用、手話通訳者派遣事業
等を継続し、必要とされる新た
な施策について検討したい。

市役所窓口で活用されている
コミュニケーションボード

犯罪被害者等支援条例について犯罪被害者等支援条例について

問　①犯罪被害者等支援条例の
制定について伺う。②今後の展
望や取り組みを伺う。

答　①犯罪被害者等が被害を回
復し、再び平穏な生活を営むこ
とができるよう支援するための
施策の策定、実施は国だけの責
務ではない。市も県と共に適切
な役割分担を踏まえ、状況に応
じて支援を講じなければならな
い。市民にとって最も身近な自
治体である古河市としては、条
例を制定することで、安全で安
心して暮らせるまちづくりの推
進につなげたいと考えている。
早急に制定できるよう努めてい
く。②犯罪被害に遭った被害者
やその家族への二次的被害を防
止するためにも、市ホームペー
ジや犯罪被害者週間のイベント
等を活用し、支援の必要性を市
民に対して啓発する取り組みを
行っていきたい。

落合　康之 議員
職員のコンプライアンスについ職員のコンプライアンスについ
てて

問　①具体的なコンプライアン
ス違反について、②コンプライ
アンス違反を起こさないための
方策、今後の取り組みについて、
③先日結審した、同僚議員が議
会を提訴した案件では、懲罰の
事由にならない案件を取り上げ、
議事として扱った件は、あって
はならないことだ。議会事務局
ばかりでなく、市長部局におい
ても、少しでも法律に抵触しそ
うなら、臆せず上司に進言する

ようにするべきだ。担当部局は
心して欲しい。④以前、市内の
中学校の先生が自死されたとき
は市長自ら給料を減給した。今
回の裁判において、誰も責任を
取らないのでは市民は納得しな
いと思うがいかがか。

答　①法律や条例、倫理的な基
準など組織が求めているルール
に従わない行為を指す。本市に
おいても過去には、職員による
服務違反などが発覚し、その都
度厳正な処分を行ってきた。②
職員研修や服務規律の周知徹底
を行うとともに、万が一違反が
生じた場合には、速やかに事実
関係を調査し、再発防止を講じ
る仕組みを整えている。③市の
コンプライアンスの行動指針で
あるコンプライアンス宣言を、

年度当初に全職員が署名してい
る。今後、業務を遂行する上で、
裁判につながるような事案とな
らないようコンプライアンスの
遵守徹底に努めていく。④市役
所のトップとして、ガバナンス
というものは重要視している。
市長は処分決定に至る過程には
入らず、私情を挟まない。冷静
な目で見た結果について最終的
な判断を下している。このよう
にしてガバナンスを維持してい
くことが重要である。

≪その他の質問≫
・市の施設管理について
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秋庭　繁 議員
（仮称）古河市新公会堂建設用（仮称）古河市新公会堂建設用
地開発の利益相反について地開発の利益相反について

問　令和７年２月の議員研修会
で、「議員が妻名義で購入した
土地が開発用地になることにつ
いて」質問し、講師の弁護士は
「政治家が購入した土地で市の
政策により利益を得ることは、
基本的に利益相反の色彩を帯び
る」と答えている。市長の見解
を伺う。

答　市としては地域未来投資促
進法に基づき、開発行為、これ

からのまちづくりに一人でも多
くの賛同者、そして特に地権者
は全員の賛同を得て進めていき
たい。利益相反は学説等も含め
ていろいろなものがあり、一般
的に利益相反に当たることは間
違いないと思うが、個別の相談
事由はわからない。現時点で、
大堤地区の新たなまちづくりの
拠点として大きな可能性を有し
ているとの判断から、基本計画
の策定に至っており、こちらに
関しては、議員の利益相反と関
係はないと考える。

ブランド戦略の利益相反についブランド戦略の利益相反につい
てて

問　ブランド戦略「こがくらす」
の委託先である読売広告社は、
博報堂ＤＹホールディングスの
子会社である。子会社との契約

は利益相反に当たらないか。

答　副市長は令和４年３月に前
職である博報堂を退職しており、
プロポーザルにおいて、どの会
社を選定しても問題になる立場
ではないので、利益相反には当
たらないと認識している。ブラ
ンド戦略において、実力、経験
があった会社をプロポーザルの
審査委員会が決めて、最終的に
読売広告社に発注した次第であ
る。

関口　和男 議員

ハンセン病問題についてハンセン病問題について

問　①ハンセン病患者に対し、
かつて人権侵害があったようだ
が、賠償問題について概要を伺
う。②本市で元患者から相談等
があったか伺う。③旧優生保護
法と同等の極めて非人道的な事
案である。市長の所見を伺う。

答　①「らい予防法」違憲国家
賠償請求訴訟が 1998 年提訴さ
れ、2001 年原告勝訴の判決が
下された。これを国は受け入れ、

ハンセン病療養所入所者等に対
する補償金の支給等に関する法
律の施行、名誉回復、社会復帰
支援、啓発活動を約束した。②
病気や人権侵害等に関する相談
の記録は無かった。③国の隔離
政策により、感染病患者やその
家族に対し差別や偏見を助長す
る結果となったことは、歴史的
な問題として重く受け止めている。
市としては、国が進めているハ
ンセン病患者への施策の周知に
努める等、引き続き協力していく。

児童に対する夏季通学時の安全児童に対する夏季通学時の安全
指導について指導について

問　①水筒を持ち歩く際の転倒
や、日傘による接触、飛ばされ
た帽子による飛び出し等の事故
が散見されるが、安全指導につ
いて伺う。②近年、本市で同様

の事故等があったか伺う。③今
後の展望、所見を求める。

答　①事故防止のため、なるべ
く水筒をかばん等に入れて、腹
部に抱えない。水筒を首や肩に
かけた状態で走らないなど、水
筒や帽子、日傘の扱いについて
適切に指導している。②事故等
は発生していない。③熱中症対
策としての水筒の持ち歩きや、
日傘の使用等が事故につながっ
てしまっては何の意味もないた
め、いろいろな学習を通しなが
ら、安全指導を徹底し、安全・
安心な学校づくりを推進したい。
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古川　一美 議員

医療費削減について医療費削減について

問　国民医療費の財源は保険料
（約半分は事業主負担）、患者
負担に加え多額の税金が投入さ
れている。１人当たりの医療費
は増加傾向にある。保険料の引
き上げは限界にきているのでは。
①昨年度の一般会計から国民健
康保険特別会計（事業勘定）へ
の繰入金額は。②赤字削減の具
体的計画は。③各事業が１人当
たりの医療費削減につながって
いるか検証が必要では。④市民

に医療費の現状や負担の仕組み
を周知し、保険の適正利用、健
康管理をさらに啓発すべきでは。

答　①約４億 3,000 万円であ
る。②安定的な国民健康保険財
政運営のための基金積み立て、
保健事業実施による医療費抑制
等に加え、県内保険料率統一の
動向等にも対応できるよう見直
す。③医学の進歩による治療費
の高額化や、被保険者の減少に
より１人当たりの医療費は増加
傾向にある。将来的な市の医療
費抑制のため、事業によっては、
国の交付金を活用しながら検討
を重ね、取り組んでいきたい。
④健康意識向上のため、さまざ
まなアプローチから周知し、各
事業を検討し、市民の健康寿命
の延伸に寄与していきたい。

提供元：厚生労働省ホームページ

選挙について選挙について

問　①本人確認書類の提示無し
で、名前・住所・生年月日を伝
えるだけで投票ができる。なり
すましなどの不正は防げるのか。
②不正防止の対策は。

答　①受付時にシステムで選挙
人名簿の情報を照合する際に名
前の読み上げを行い、本人確認
を徹底している。②なりすまし
による投票が詐欺投票罪等の対
象となる旨を周知し、不正防止
対策に努めている。

　茨城西南地方広域市町村圏事務組合、さしま環境管理事務組合および清水丘
診療所事務組合に選出されている議会議員に欠員が生じたため、定例会最終日
に補欠選挙が行われ、次の議員が選出されました。

この人に決まりました！

茨城西南地方広域市町村圏事務組合 小森谷博之　議員

さしま環境管理事務組合 鈴木　　隆　議員

清 水 丘 診 療 所 事 務 組 合 佐藤　　泉　議員　　渡邊　澄夫　議員
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常任委員会市内視察報告
　各常任委員会では、事業の進

しん
捗
ちょく
状況や施設等の状況を把握し、議決機関としての適切な判断を行うと同

時に議員の資質向上のための研修的要素を併せ持つ市内視察を実施しました。

委 員 長　古川　一美　　副委員長　印出　慎也
委　　員　秋庭　繁、高橋　秀彰、佐藤　稔、落合　康之、青木　和夫、鈴木　隆、渡邊　澄夫
所管事務　�企画政策部、総務部、財政部、市民部（環境課および交通防犯課）、会計課、選挙管理委員会、

監査委員、公平委員会および固定資産評価審査委員会の所管に属する事項　他

視 察 日 7 月 18日（金）
視 察 地 �①古河市の災害対策【災害対策事業】�

②古河庁舎�
　【公共施設等総合管理推進事業、公共施設包括管理事業】�
③駅前シェアオフィス「COKOGA　OFFICE」�
　【地方創生テレワーク推進事業】�
④さしまクリーンセンター寺久【ごみ処理事業】

駅前シェアオフィス
「COKOGA OFFICE」

総務常任委員会（9名）

委 員 長　稲葉　貴大　　副委員長　佐々木　英徳
委　　員　関口　和男、小森谷　博之、赤坂　育男、増田　悟、黒川　輝男
所管事務　��産業部、都市建設部、上下水道部および農業委員会の所管に属する事項

視 察 日 7 月 10日（木）
視 察 地 �①古河公共職業安定所・古河労働基準監督署�

　「古河労働総合庁舎」【雇用促進事業】�
②都市計画道路西牛谷・辺見線【古河駅東部街路事業】�
③総和水処理センター【公共下水道改築更新事業】�
④サンワ設計ネーブルパーク【ネーブルパーク整備事業】

産業建設常任委員会（7名）

古河労働総合庁舎

委 員 長　靏見　久美子　　副委員長　立川　徹
委　　員　齊藤　由美子、小林　登美子、鈴木　務、阿久津　佳子、佐藤　泉、園部　増治
所管事務　�市民部（環境課および交通防犯課を除く）、福祉部、健康推進部および教育委員会の所管に

属する事項

視 察 日 7 月 30日（水）
視 察 地 �①古河第一中学校屋内運動場�

　【中学校施設長寿命化改良事業】�
②三和庁舎市民総合窓口室【官民連携窓口運営事業】�
③「古河シルバーリハビリ体操指導士の会」の活動紹介�
　【重層的支援体制整備事業】�
④古河福祉の森会館�
　【福祉の森会館施設管理事業、成人保健事業】

文教厚生常任委員会（8名）

古河シルバーリハビリ体操
指導士の方々と
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議会だより第85号（令和 7年 9月 1日発行）の修正および訂正について

掲載内容の一部を以下のとおり、修正および訂正いたします。

【修正】6 ページ　（齊藤　由美子　議員）
 　　　答⑤　概算事業費は 179 億円で、地方債等の特定財源により、一般財源を抑制したい。

【訂正】10 ページ（秋庭　　繁　議員）
　　　 コンプライアンスについて
　　　 答②　誤　（前略）博報堂 DY ホールディングスの持ち株会社である。（後略）
　　　 　　　正　（前略）博報堂 DY ホールディングスが持ち株会社である。（後略）

古河市議会では、開かれた市議会を目指し、より市民に親しまれる市議会だよりにするため、
年４回（３月・６月・９月・12月）発行の「古河市議会だより」の表紙を募集しています！

魅力あふれる古河市や、市民の方の表情を写した素敵な写真をお待ちしておりますので、ぜひ
ご応募ください！

（※応募方法の詳細については、議会事務局までお問い合わせください。）

ＣＤ（ＤＶＤ）を郵送または持参

応募用紙（※１）に必要事項
を記入の上、議会事務局ま
で郵送または持参してくだ
さい。
※１ 応募用紙は市ＨＰよりダウ

ンロードできます。

Ｅメールから申し込み

応募用紙に必要事項を記入
の上、写真データ（※２）と
ともに以下へ送付してくだ
さい。　　
※２ 受信の都合上、３ＭＢ以内
でお願いします。

【送付先メールアドレス】
gikai@city.ibaraki-koga.lg.jp

応募フォームから申し込み

スマートフォンやパソコンか
らアクセスし、必要事項を
入力の上、ご応募ください。

【応募フォーム】
https://logoform.jp/form/
WpUV/549184
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【議会だより編集委員会】
委 員 長　齊藤由美子
副委員長　小林登美子
委　　員　佐々木英徳　阿久津佳子
　　　　　稲葉　貴大　赤坂　育男

古河市議会事務局
　古河市長谷町 38 番 18 号
　☎ 0280-22-5111（代）

　このたび、議会だより編集委員会副委員長を拝命いたし
ました小林登美子です。令和７年第３回定例会は、議長・
副議長が交代し、新体制で迎えた初の定例会でした。編集
委員として、市民の皆さまから「議会だより見たよ。」と
のお声をいただくのが本当に励みになります。これからも
皆さまと共に議会広報に力を尽くします。議会の傍聴や広
報へのご関心を、引き続きお寄せいただければ幸いです。
� 副委員長　小林　登美子

編 集 後 記編 集 後 記

○開催時間は午前 10 時です。
○産業建設常任委員会の開催時間は午前 10 時 15 分です。
※変更される場合もありますので議会事務局までお問い合わせください。

◆◆◆　令和７年　第４回定例会の会期予定　◆◆◆

本会議 37人
委員会 4人

（特別委員会含む）
議場コンサート 4人
合　　計 45人
※傍聴者数は延べ人数

第 3回定例会の傍聴者数

議会の様子・会議録
を見てみよう！

古河市議会ホームページ、
または下記２次元コードか
らご覧になれます。

議会中継 会議録検索

日 月 火 水 木 金 土
12/1 2 3 4 5 6

7 8 9
本会議

（開会）

10
休会

11
本会議

（質疑）

12
総務常任委員会
産業建設常任委員会

13

14 15
文教厚生常任委員会

16
本会議

（一般質問）

17
本会議

（一般質問）

18
本会議

（一般質問）

19
本会議

（閉会）

20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

国会議事堂視察見学研修

　「地域力の創造、地方再生」をテーマに、
元古河市副市長で、現在は総務省 地域力
創造審議官の恩田　馨様から講話をいただ
きました。人口減少が続く事態を正面から
受け止めた上での対応方策が重要であり、
各地域が個性豊かで活力に満ちた分権型社
会を実現するため、新たな視点で課題分析
や制度見直しが必要であると実感しまし
た。また、「地域おこし協力隊」や「地域
活性化起業人」といった人の流れを創出す
る取り組みについて、活用事例を踏まえな
がら説明していただき、大変参考となりま
した。

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています
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